
 

日本脳炎予防接種の特例措置について 

 

 日本脳炎の予防接種は、平成１７年度から平成２１年度まで積極的な勧奨の差し控えられていました

が、現在は通常通り受けられるようになっています。この期間内に接種機会を逃した可能性のある方は、

特例として定期予防接種を受けることができます。 

 

特例対象者 

平成７年４月２日から平成１９年４月１日生まれで２０歳未満の方 

 

第１期の不足分および第２期の接種を受けることができます。 

接種状況 第１期の接種方法 第２期の接種方法 

０回（未接種） 

初回接種として６日から２８日までの間隔をお

いて２回接種。その後６か月以上の間隔をあ

け、追加分として１回接種。 
２０歳未満までに第１期の３回

目終了後６日以上の間隔をおい

て１回接種。 

（おおむね５年の間隔で接種す

ると望ましいとされています） 

１回接種 
初回接種の２回目として１回接種。６日以上の

間隔をおいて追加分として１回接種。 

２回接種 追加分として１回接種。 

３回接種 １期は完了しています。 

 


